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厚生労働省発食安第0521010号  

平成19年 5 月 21日  

薬事¶食品衛生審議会  

会長 望月 正隆 殿  
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厚生労働大臣  

童 F≡∃   諮 問  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づき、  

下記の事項について、貴会の意見を求めます。  

記  

次に掲げる動物用医薬品の食品中の残留基準設定について  

マレック病（マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス）・鶏痘  

混合生ワクチン  
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